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中日韓 3カ国における環境協力の一考察
―越境大気汚染問題を中心に―

李 香 丹

Abstract

ThisarticleexaminestheinereasiTlgOfeTIVironmentalpollutionjnNortheastAsia.

particularly,thetrams-boundarypollutionproblem inChina.JこIPiln.andSouthKorea.

Certainl〉′､thisproblemhasbeenarguedoverinseveralEuropeancases二however,thereisnot

aConclusivelegal什anleWOrkasyet.Thisanicleaimstolookforwhatthesuitablemeasure

shouldotTet-toencountertheenvironmentalproblembasedonthepresentconditionofthe

threenations.

キーワー ド--中日韓 北東アジア 環境協力 越境大気汚染

はじめに

21世紀は環境の世紀などとも言われ､社会における環境問題の重要性はこれまで以上に大き

くなってお り､それ と共に環境問題が従来 の 公 害 問 題 と異なって､複合化 B複素酎ヒ､かつ広範

囲にまで拡大するといった特徴を持ってい る｡ 例 え ば ､地球温暖化､オゾン層破壊､酸性雨な

どといった環境問題は､その影響が国家 を 越 え ､ 地 球的規模の性質をもつため国際社会が一丸

となって取 り組むことが不可欠である｡

ところで､このような国境を越える環 境 問 題 とい うのは､経済 書社会といった多数の要素が

複雑に絡んでいることや科学的不確実性､影響を及ぼす範囲が国内のみにとど護らず､数百 ･

数千キロメ- トルまで長距離移動する｡ また被害者 と加害者の関係が明確ではないといった特

徴から､それに対処するための対策 は 国 際的な枠組みで進めない限 り効果が上がらないとされ

ているOそのため､関連するすべ て の 国 家間の協力義務や全体の共通原則､そ して国内経済に

大きな影響のない緩やかな規範等 を 含 ん だ大まかな枠組み条約が作 られる｡その後､具体的な

義務を定める法的拘束力を持つ議定書が採択 されるなど､｢枠組み条約｣といった方式が しば し

ば用いられているl)0

例えば､その成功例 として 1960年代にヨーロッパで顕在化され､1979年に締結 された越境

酸性雨問題 に関する､｢長距離越境大気汚染条約(CLRTAP:ConventiononLong収ange TTanS

boundaryAirPollution)｣ 2) (以降cLRTAPと称する)がある｡同条約 自体には､汚染物質排出削
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減のための具体的な規定は組み込まれていないが､その後議定書の採択により汚染物質が著 し

く改善されたとい う先例 があるO同条約は ｢枠組み条約｣ として気候変動枠組み条約などのこ

の後の他の地球環境間題の環境条約のモデル となっている｡

ただ､このような環境条約の締結は､単に条約が締結されるだけでは､国内法に影響を与え

な い O 条約が成立 し､それにより生 じた国の義務を履行するには､それに対処するための国内

法上の立法手続き等が必要であり､その立法措置等によって対策が講 じられ､かつ執行 される｡

このような国内の立法措置や対策の構築を踏まえて､多国間環境協力が行われてお り､環境協

力の進展は今後の国際環境条約の締結-の ｢大 仁日 であろ うと考えられ る｡

そこで､本稿 は､まず中日韓 3カ国が位置 してい る 北 東 アジア地域の経済発展 と併行 して急

速に拡大 している環境汚染､とりわけ環境汚鞄の被 害 が 国 境 を越えて周辺諸国に影響 を与える､

越境大気汚鞄問題の実態を把握す る｡次に､越境 大 気 汚 漁 に 対する既存の環境協力の取組を考

察 し､特にEANETの取組について事例分析 をす る｡ そ の 際 ､ ヨ-ロツパにおける事例分析を

加 え､巨ANETと比較することによって､今後の課 題 につ い て 検 討するo

1 中ロ缶こけコ匡における越境大気汚染に関する乱行研究

冒頭で述べたように､越境大気汚汲問題はヨ-ロッパで顕在化 し､1979年に CLRTAPが締

結 され､その後汚染物質を削減するための具体的な数値 目標を定めた議定書の採択により越境

大気汚染が著 しく改善された.このような越境大気汚漁問題は､現在北東アジア地域において

顕在化 しつつあり､取 り急ぎ解決 しなければならない課題 となっている｡ このような状況のも

とで､中 田韓 3カ国における越境大気汚免に関する枠組み 構築の可能性や今後の課題について

の先行研究が多く出されている｡

まず安藤博が､現在進 め られ ている東 ア ジア酸性 雨モニ タ リングネ ッ トワー ク (Acid

Depos抽 nMo血oringNetwoyk豆nEast｢以降 EANETと称す｣)の専門家会合は､北東アジアにお

ける協調的安全保障の枠組みに繋がるし､東アジア地域における環境対策 レジ-ム形成の基盤

にな り得る多国間協議の場であって､また国家間環境協定も中日韓 3カ国間の レジ-ム構築の

基盤になると指摘 している3)｡また､別論文の中では､アジアにはヨーロッパのように歴史 ･

文化の 一体性を基礎 としての経済や安全保障の地域協定をまとめた経験がない としているoそ

れに北東アジア地域では､朝鮮半島や台湾な どといった､冷戦によって分断 ･対決状態が 残 っ

ているため､一定の拘束力のもつ ｢協定｣の締結には容易ではな い と指摘 している｡ しかし､

軍事 ･安全保障等では､地域協定の議論 自体が困難ではあるのに対 して､環境問題なら､問題

解決するために 様 々な方法を検討 していくなかで､国家間で信頼を高めてい くことが容易であ

ると述べている4)0

次に､阿部秀明 ･柳乙烈 らは､中巨摘草3カ国における大気汚数の現状 とそれぞれの同家環境
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政策の特徴を比較検討 し､酸性雨防止に向けた欧米の取組 を考察 しながら､今後東アジア地域

における国際条約締結について検討 した5㌔ その結果､①3カ国は経済力の差が大きい､②3カ

国における市民運動が環境政策改善に尊える影響が異なる､など欧米のような環境政策を推進

することは難 しい側面があると主張 している｡ただし､近年東アジアで推進 されているEANET

のような国際機構が稼働 され､その実績を踏まえて越境大気汚簸問題の解決に向けて､欧米の

ような具体的削減 目標を提示 した国際条約の締結の必要性を提案 しているO

また高橋若菜は､欧州地域における酸性雨の政策枠組み構築の特徴的なことは､地域枠組み

形成のプロセスが環境 と全 く関係ない全欧安全保障協力会議 把SCE:Co痛 reneeonSeeurityand

coopeTationinEurope)によって大きく推進 されたとしている｡ また､このような構成国に西欧

諸国以外の国々､つまり経済 レベルや政治体制が異なる国々が多く､国境を越える環境問題の

地域枠組みの構成メンバ-は均一的ではなく､む しろ多様であること､そ して域内の各国は経

済的 ･政治的な相違性を乗 り越えて地域枠組みの合意に至ったとしている｡ それに､欧州にお

ける越境大気汚汲問題は地域主義の主体である EU(EC)によって､統合された とい う見解が多

いが､EU(EC)は 1990年代以降に国際関係が強化 されたが､その以前 1960年代から 1970年代

にかけて越境酸性雨の被害から条約を締結するに至って､越境問題を解決するための枠組みに

消極的であったと指摘 している6)0

それに､地球環境フロンティア研究センターで出された論文の中では､｢民主主義体制の構築

および強化､紛争予防､基本的人権の保障および保護｣を目的とする 1975年に開かれた全欧安

全保障協力会議で合意された-ルシンキ合意で 3つの分野 (①安全保障､②人権､③経済協力

と環境)で､人権で突かれることが嫌だった東側が､国連 ヨ-ロツパ経済委員会に東西を跨い

だ条約締結が挙げられて､1979年にCLTAPが締結 された とい う｡そして､条約締結の際､最

も必要とされる科学情報の共有等に関して､まず枠組み条約が 出来て､科学情報が共有された

と指摘 している7㌔

さらに､安藤は ｢酸性雨対策は日本の外交 ･安全保障上､極めて大きな意義を持っている8)｣

とし､明 日香専用は､｢長期的に､アジアにおいてもヨ-ロツパと同じような環境安全保障のた

めの多国間システム (例えば硫黄排出削減協定)が必要 となる可能性がある｡EANETとい う枠

組みは､ヨ-ロツパ と同じような､より高度な環境安全保障のシステムまで発展していく可能

性を有 している9)｣ と､指摘 している｡ 他方で明日香は 日本､中国､韓国などの東アジア地域

における諸国は､ヨーロッパ と比べて政治 的 ･社会体制的に大きな開きがあることも指摘 して

いる10)0

Ⅱ 中日韓3カ国における越境大気汚染の現状

中日韓 3カ国は地理的に近 く､気象的にアジア季節風や偏西風の影響を受けているO 偏 西 風
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は世界規模で-一年中 一 定方向に吹 く風 であり､季節風は特定の 地域で季節ごとに違 う方向に吹

く風である｡このような特徴か ら､3カ国の中で一つの国か ら 排 出 される大気汚染物質により,

加害者になると同時に被害者 と成 り得ることが考えられる｡ そ の ため､北東アジアに位置して

いる中国､極東ロシア､モンゴル ､ 韓 国､日本､そして北 朝 鮮 ､全ての国利 ま直接 的 或 い は間

接的に互いに影響を与えている｡

i. 北 東 ア ぴアにおける越境大気汚染

北東アジア地域では森林破壊､海洋汚簸､酸性雨､黄砂等様府な環境問題を抱えているOこ

のような状況の下で､地域環境協力の担当者と専門家を対象に実施 した設問調査結果‖)では､

北東アジア地域で取り急ぎ共同対応が必要な環境問題は何かという質間に対して､長距離越境

大気汚幾を選択 したのが最も多く､その次に黄砂､砂漠化､海洋汚免問題､生態破壊捌 厨に共

同対応が必要とされるとしている｡ただ し､国別ではそれぞれ緊急性に対する順位は異なるも

のの､申日韓3カ国において最も取 り急ぎ解決 しなければならない環境問題 として越境大気汚免

が 1位になっている｡そのため､北東アジア諸国､とりわけ中日韓3カ国は､同内の立法措置や

政策等を通 して環境間旗に力を入れてお り､これ らを踏まえた上で様々な域内の環境協力が行

われているOでは､最も緊急性のある国境を越 える大気汚染問題が域内の政策問題 としてクロ

ーズアップされたきっかけは､何だったのかO

第 -{に､国際会議がその----つであると言える01992年ブラジルのリオ ･デ ｡ジャネイロで開

催された､地球サミットで採択 されたアジェンダ21では､｢越境大気汚染は人間の健康-の悪影

響及び樹木や森林の損失､水域の酸性化等の環境-の悪影響をもたらす｣と警告を発するとと

もに､｢欧米における酸性雨-の取組みの経験は継続 されるべきであり､世界の他の地域にも分

け与えられるべきである｣とされた12)｡このような国際的な動きが環境協力の必要性 を促 した

大きなきっかけとなった｡例えば､日本の主導で実施 されているEANETの設置は､まさにこの

ような間際会議が太きなきっかけの一つであったことが考えられる｡

第二に､北東アジア地域では急速な環境破壊が進行 していることや国境を越える環境問題が

多いことが考えられる｡北廉アジア地域は日本を除いて殆 ど発展途上国であり､世界で人 口密

度が最も高く､急速な経済発展による工業化 ｡葡ミ市化が進み､環境問題が深刻に進行 しているo

このような環境問題は急速な産業化過程で汚染物質が大量に排出されたことが考えられる｡ た

だ､このような産業過程において発生する公害問題等は､ 日本の4太公害問題を鑑みると､あ

くまでも局地的なものであ り､自国内での取組により改善できることが考えられる｡

ところで､域内では大気汚鞄や水質汚染などといった従来型の公害問題に加えて ､ 地 球 温 暖

化､生態破壊､酸性雨等といった地球規模の環境問題がほぼ同時に現れている国家 が 多 いo こ

のような､環境問題に対処するためには白国内での取組が不可欠であるが､地球規模の環境問

題はその汚染範囲が周辺諸国まで拡大するため､一国内の取組だけでは解決できないOそのた
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め､関連する全ての国府との協力メカニズムの構築に よ る解 決 が 求 め られ た｡

第三に､急速な経済成長はエネルギ-消費による環境 汚 鞄 が深 刻 で あ ることが考えられる｡

エネルギー消費の中でも､石炭や石油などといったいわゆ る化 石燃料による大気汚鞄が深刻で

ある｡周知のように､化石燃料は二酸化硫黄や窒素酸化物などの越境大気汚数の原因物質であ

り､これ らは国家間の環境問題を引き起こす最 も代表的な大気汚汲物質 として挙げることがで

きる｡二酸化硫 黄 や 窒素酸化物は酸性雨や光化学スモ ッグ等の原因物質であり､これ らの大気

汚汲物質は多 くて 7 日 間 大気中に停滞 しなが ら長距離移動 し､--一回排出されると､一 国に局限

されず数百km半 径 の 地 域 で大気汚鞄を招 くといった特徴を持っている｡ このよ うな大気汚染物

質が北東ア ジ ア 地 域 で 大 量に排出されてお り､特に二酸化硫黄の排出量は､世界の 3分の 2を

占めている｡

要するに､越 境 大気汚簸問題に対 して､北東アジア地域に位置する諸国は､①発展途上国が

多く､経済発展を最優先 させ､エネルギーは化石燃料を大量に消費 していること､②北東アジ

ア地域は､地理的に隣接 してお り､同一的な環境影響圏を形成 しているため､社会経済活動に

よって生 じる環境問題は一国内に留まらず､近隣諸国にも影響を及ぼす とい うこと､③気象条

件によって周辺諸国-長距離移動するなどが挙げられる｡

2. 申日韓 3カ国における越境大気汚染

中日韓 3カ国は､第2次世界大戦以降高度経済成長を経験 しているとともに､それぞれ公害

問題や地球規模の環境問題に経験 ･直面している｡

まず､日本は､1950年代の半ばから高度経済成長を遂げている反面､激甚な公害問題 を発 生

させた｡ このような公害問題に対処するために､国内の環境政策や立法措置な どの取組 によ り

公害問題を ｢克服｣してきたoLか し､壬那0年代以降になると､地球温暖化､オ ゾン層破壊等 ､

新たな地球規模の環境問題が台頭 したことにより､急速な対応が求められた｡ ただ し､公 害 問

題による被害は､当初特定地域での問題 として､あくまでも国内の事件 として扱 われ て きたが ､

その後の地球規模の環境問題は一国内に留まらず､周辺諸国に影響を与え るため､環 境 協 力 が

求められるようになった｡

次に韓国においては､戦後 30年あまりの高度経済成長を遂げている一方､深刻 な環境 問題 に

直面した0時に､戦後の工業復興のために経済発展を最優先 し､環境問題 を後回 しに した結 果 ､

深刻な公害問題を招いたのであった｡韓国は 日本 と異なって､公害問題に対 して抜 本 的 な改善

がないまま､地球規模の環境問題にも直面するようになった｡そのため､環境問題 は短 期 的 か

つ集中的にあらわれた｡

それに中国においては､近年 目覚ましい経済発展を遂げている反面､国内の環境問題 も深刻

である｡環境問題が短期的､集中的､かつ複雑にほぼ同時に現れている状況にある｡ 中国は化

石燃料による大気汚数が深刻であ り､大気汚漁物質の中でも二酸化硫黄は世界最大に排出して
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お り､国内の酸性 雨 は国士面積の 30%を占めている｡

こうした状況のもとで､ 日本や韓国は急速な経済 成 長 を 遂げている中国を越境太気汚染問題

の主要影響国としているOただし､韓国は他国からの越境大気汚染による影響を受けていると

同時に他国に影響を与えるといった立場にもあるo従って､中ロ韓 3カ国は越境大気汚染に対

して､それぞれの見解を示 しているo

まず､E3本における ｢中国から排 出 さ れ る酸性雨原因物質の影響を数値モデルシ ミュレーシ

ョンによって見積もった研究例｣によると､酸性雨の約10-32%が中国か ら飛来 し､朝鮮半島

からの寄与率は7-16%と見積もっている13)Oそれに対 して､中国科学院における且986-呈995年

間の酸性雨の調査研究では､中国による二酸化硫黄の排出が 日本や韓国に与える影響がそれぞ

れ5%､8%としてお り､酸性雨の沈下物質排出は主に剰司閣内の地域範囲内で 抑 制 していると

主張 している1埼う｡要するに､中日韓3カ国は越境大気汚染による影響 を認めつ つ ､ そ の汚染物質

に よる被 害 の メカニズムの解明等 といった科学的知見の欠如が読み取れ るO

では､ 日本や韓 国は何故中国を主な汚簸源 としているのか｡

第 ･に､中国はエネルギー消費特質15)､即ち主要エネルギーとして石 炭 に 依 存す る比 率 が 高

い とい った特徴 を持 っている｡言い換えると､化石燃料の燃焼によって二酸化硫黄や 窒 素 酸 化

物等 の大気汚免物 質 が大農に排出され､このような大気汚簸物質は越境移動をす るとい っ た 特

徴 か ら､ 中国が主 な汚免源になったというのがその根拠の 一つであ ると考えられ る｡

第 二 に､前述 した よ うに中国は北東アジア地域で最大の酸性雨が深刻な国家であ り､ 国 土 面

積 の約 30%が酸性雨に磯われるなど､地域的な汚染が深刻であることが考え られ る16㌔

閣内のこのような状況に対 して､2010年中国環境状況公報によると ｢全国の都市U)空気質は

全体的に良好で､前年に比べてある程度向上 したが､部分的に都市の汚染は依然として比較的

深刻である｡全国の酸性雨地域は安定を維持 しているが､酸性雨による汚染も依然 として比較

的深刻である｣とい う報告が出されている｡言い換えると､国内の酸性雨問題は深刻であるこ

とを対外的に認めているのであるOただし二酸化硫黄の排出量において､2010年は 2005年に

比べて 14,29%減少 していると発表 している｡他方で､二酸化硫黄の排出畳が減少 しているの

に対 して窒素酸化物の排出量が増加 している｡後者は近年 自動寮台数が急増 したためと考えら

れる17)0

このような状況の下で､中国政府は環境問題 担体の深刻性 と国家利益に対する新たな認識､

そ して環境保護に対する周辺諸国及び国際社会の圧力､つまり､国内 ･国外か らの二重の圧力

に 直面してきていることを深 く認識 している｡そのため､政府､研究所及び NGO､言論媒体等

が環境間題の深刻性､それによる被害の拡大及びそれに対処するための対策等の論議が頻繁に

行われている｡また､国内の環境汚染は生態破壊による経済的損害や社会的危機意識の出現な

どから､環境問題における地域的解決のために積極的である｡

その現れが中国における環境外交政 策 で 読み取ることができる｡近年中国は外交領域におい
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て､環境外交を最も重視 してお り､さらに強化 していることを推測することができる｡特に､

2001年 wTO加入以降､中国は積極的かつ能動的立場で､国際環境 レジ-ムに対 して前向きな

姿勢 を見せてお り､自国の経済発展を直接的に制約 しない範囲内における環境保護に関する諸

規定を内在化 させている｡そのため､北濃アジア地域の越境大気汚鞄問題に対する従来の消極

的かつ受動的な立場から､問題解決のためにより積極的かつ前向きに転換 している｡

3. 小手善

越境大気汚免は､大気汚免や水質汚染といったいわゆる従来の公害に比べて､①公害問題は

局地的であるのに対 して､影響範囲が広範囲である､②従来型の公害問題は主に企業が加害者

であり､住民が被害者であるのに対して､国境を越える環境問題は経済主体が加害者であると

同時に被害者 となる､といった特徴を持っている｡ このような特徴から､越境大気汚染問題を

解 決するためには､欧米での取組からも分かるように､国際環境条約の締結が成果をあげると

い うことは疑いがないo

ところで､国際環境条約に関して､域内において発展途上国が多いとい うことが難航する--

つの要因として考えることができる｡それは､1992年 に地球サミットで採択 された ｢共通だが

差異のある原則｣且8)､即ち､先進国と発展途上国において､地球環境問題は両者の共通 した責

任ではあるが､両者における貧富の多様性などから､その責任に差をつけるといったことであ

るO言い換えると､環境保護基準などの適応に関して､発展途上国と先進国を同じ程度にする

べきではないということである｡

従って､中日韓 3カ国において､中国は既 に GDPが世界の第 2位になったとはいえ､まだ発

展途上国に置かれてお り､それに韓国はOECDの仲間入 りになったとは言え､財政的 書技術的

等の面に置いても､先進国なみでもない｡そのため､これまで 3カ国は､自国内環境法政策 ･

立法措置 ･法執行等による取組に加え､環境協力による信頼関係や科学的見解等､積み重ねな

どの重要性か ら様々な分野における環境協力を積極的に行ってきた｡

Ⅲ 中日韓3カ国における環境協力の取組

国際協力は主権国家間の協力として､協議を踏まえたうえで拘束力のある結果を引き出すこ

とができる｡協議なしに､最初から拘束力のある協定の制定を目標に環境協力を推進する場合､

協定の制定自体がもつ諸理解関係により､当事者たちの自発的な協力を導き出すことが難 しいo

そのため､これまで中日韓 3カ国を中心として北東アジア地域における環境協力は､政策対話､

情報交換､人材交流などを中心に行われてきたOでは､これまでどのような背景で環境協力が

行われて､どのような環境協力が実施 されているのか､そ して今後の課題は何かについて検討

する｡
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i, 北東アジア地域における環境協力の必要性

北廉アジア地域の冷戦体制は政治 ･軍事的に対立す る状況であり､全ての分野において協力

因となった01980年代後半から北東アジア諸国間の対立が､中ソ関 係 の 正 常 化 や中韓国交樹立

などにより緩和 されていくにつれ､民間 ･地方自治体 ･政府な ど 多 様 な 協 力 体 制が構築 される

ようになった19)｡

北東アジア地域では 1980年代の後半から､環境問題に対す る 共 闘 対 応 の必要性が 認 識 さ れ ､

環境協力の議論が展開されたo この時期から環境協力の議論が形 成 されつつあった背景 として

次に 3点を挙げることができる｡

(unitedNationsConfeFeneeOnEnvironmen毛andDevelopment:tlNCED) 闇 称 ｢地球サ ミット｣

或いは ｢リオ ,サ ミッ ト｣)｣を契機に始まったと言える｡ リオ宣言では､国際環境保護活 動 の

中で地域協力の重要性を強調 していることから､北東アジアの国々の地域協力意識が高まった

と考えられるO要するに､このような国際会議を契機に､既存の国際条約等の制度的側面の協

力 と国際機関の活動に見られるような環境綴力､多国間協力､二国間協力､地域 レベルの協力､

民間 ･NGO等による協力等様府な形態の協力が実施 されてきた｡

第二に､北東アジア地域における環境状況の悪化が各岡に環境協力の内在的要求を強化 させ

た｡北廉アジア地域は､世界で最も人 口密度が高い地域U)--=-つであ り､近年各国の急速な経済

成長に伴い環境問題が悪化 しているO地理的或いは生態的に 一つの環境影響園を形成 してお り､

密接な依存関係が存在するo北東アジア地域が共通に抱えている環境問題 として､気候変動問

題に加 え､酸性雨､黄砂等の越境大気汚染問題を挙げることができる｡ これ らの環境問題は､

地球規模 の環境問題であるため､関連する全ての国々の協力なくしては解決 し得ないOその理

由は､前述 したようにまず､北東 ア ジ ア 地域は､地理的に隣接 していることか ら国境 を越える

大気汚染や共有海域の海洋汚数等 ､ 域 内 国 家 の 共 同 対 処 が必要な環境問題の発生により域内国

家間環境カが必要不可欠であるO

第 三に､北東アジア地域 は ､ 経 済 的 ､ 政 治 的 ､ 文 化 ｡社会的などの条件で異なる多様な国が

集まっており､環境問題が冷戦 体 制 の 終 蕎 後 ､ 域 内国家間の葛藤や紛争の要因にならないよう

な予防的必要性が台頭 した｡

望｡環境協力の現状

このような背景から､北東アジア地域協力では環境協力を突破 捌 こして枠組づ くりを前進さ
せることが主な課題であると指摘されている20)｡そのため､リオ宣言以降､北魔アジア地域で
は ､LT ｢環 日 本海 環 境 協 力会議 (NEAC :Northeast ŝianConferenceon Environmental

Cooperation))｣､② ｢北東アジア環境協力プログラム (NEASPEC:No油-Eas摘 sianSubregional
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PTOgFamme餌 EnviTOnmenもalCooperaもion)上 ③東アジア酸性 雨 モ ニ タ リン グネ ッ トワ- ク

(EANET:AcidDeposiもionMonitoringNetworkinEastAsia)上 ④中日韓環境大臣会合 げEMM:

血eTripar触 EnvironmentM量n豆stersMee血 gam抑gChina.JapanandKorea)｣などの他国間環境協

力や中日､日韓､中韓の二国間環境協力など､政府､自治体及び民間レベルの様府なチャンネ

ルを通 じた多国間の環境協力が推進 されてきた｡

(1) 二国間環境協力

日本は第 2次世界大戦複､高度経済成長期において､水俣病､イタイイタイ病､四 E3市噂息､

熊本水俣病など､いわゆる4大公害を体験 し､｢克服｣しつつ地球環境問題に直面 したOそれに

対 して､韓国は経済発展を最優先 させ､公害問題による環境規制が十分な効果が上が らないま

ま地球環境問題などの新たな環境問題に直面することになった21)｡ さらに､中国は大気汚染や

水質汚免等いわゆる ｢従来型の公害問題｣をはじめ､砂漠化を含む地球環境問題等をほぼ同時

に抱えている22)oこのように中日韓 3カ国はそれぞれの環 境 問 題を抱えながら､二国間環境協

力を推進 してきたO

まず､中国と日本の両国において､環境協力は 198呈年 の ｢日 中 渡 り 鳥等保護協定｣､その後

i985年には人工繁殖のため中国の トキの借入れが始まった｡1980年代において中国政府は､当

初環境問題を国策 として取 り上 げ て い なかったが､ 日本の ODA 援助を受けた｡その後､豆994

年には､｢環境保護協力協定 ｣ が 締 結 されてお り､大気汚染防止及び酸性雨の防止等の 9つの分

野 を協力活動 とし (第 2 条 )､ 日 中 環 境保護合同委員会の設置が盛 り込まれるなど (第 5粂)､

同 協 定 は 中 日 環 境 協 力 に お け る 重 要な枠組みの 1つ となっているoまた､1996年には日本の資

金 に よ っ て ｢日 中 環 境保 全 セ ンター｣が､両国の環境保護における窓口及び懸け橋 として設立

さ れ た ｡また､1998年には ｢21世紀にむけた環境協力に関する共同声明｣等､政府間文書によ

り､大気汚染及び酸性雨の防止､水質汚数防止など様 府 な 環境協力が行われているO そ して 2007

年には福田康夫前総理の訪中を契機に､｢環境 ･エネ ル ギ ー 分 野 における協力推進に関する共同

コ ミュニケ｣など､様々 な協力が実際されている｡

次 に､日本と韓国の両国において､環境シ ン ポ ジ ウ ム 及 び 科 学 技術協力委員会等､その間推

進 されてきた両国間環境分野の協力を体系化､本格化させるために日韓環境協定が締結されたo
同協定は､両国の環境協力委員会が3回にわたって開催 され､31の課題を選定､共同研究を実

施 し､田本の環境管理技法等を導入するために環境関係者の日本研修なども実施 している｡

さらに､中国と韓国において､1993年に環境協力協議に両国は署名 し､環境協力の法律及び

制度の保障等に関して確立されたO両国の環境協力は大気汚染､水 質 汚鞄､沿海地域などの汚

免防止の領域において積極的に協力することが盛 り込まれている｡

このように､二国間環境協力は多数行われて効果を挙げている｡その一方で､環境協力の大

部分が議論､対話形式であ り､実質的な協力メカニズムは形成 されていない｡ しかも､環境問
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題 を焦点に当てる問題領域が広いため､話題が重複する帰趨も免れないといったことから､資

源を浪費するだけではなく､効率の低下ももたらす23)といったことも指摘 されるo

(2) 多国間環境協力

1990年代に入って､北東アジア地域では二間間環境協力を積極的に推進 してきただけでなく､

多国間の環境協力と交流メカニズムの構築も蛋要視するようにしてきた｡

ア. 北東アジア環境協力プログラム (NEASPEC)

NEASPEC は北東アジア地域において唯一環境問題全般を包括的に扱える政府間環境協力プ

ログラムであるo北東アジア地域の六カ国 (日本､韓国､中国､ロシア､モンゴル､北鞘鮮)

は､国境を越えた協力が必要な地球規模や地域の環境問題の解決に向けて､地域協力体制をつ

くるため､i993年に北東アジアの環境協力に関する第 l図南級事務 レベル会合が ソウルで発足

されて以来､毎年開催され､意見交換 ｡情報交換等を行っているo NEASPEC は､地域 の環境

協力の取組を具体化するために推進されてお り､これまでに､大 気 汚免対策のための トレ-ニ

ングやデータ収集､大型ほ乳類や渡 り鳥の保全計画作 りを行っている瑚o

ィ.環日本海環境協力プログラム (NEAC)

NEACは､1988年以降韓国の提案に基づき日韓環境シンポジウムが開催され､UNEPの協力

を得て中岡､ソ連 (当時)､そしてモンゴルがオブザーバ-として出席 したことを契機に､北廉

アジア各国による情報交換及び地域協力の発展の可能性が検討された｡同会議は､利札 日本､

韓国､モ ンゴル､ロシアの 5カ国の環境専門家によって構成 され､各国の先進的な環境保全-

の取組､及び本地域における環境協力の在 り方などについて､情報交換及び政策対話を進める

ことを目的としている25)｡同会議では､生物多様性の保存､酸性雨､海洋汚染､有害化学物質～

クリ-ン技術及びクリ-ン生産､地球環境懸案など､域内の関心事項に対する参加国の政策を

紹介 し､情報を交換することで､相互理解の幅を拡大し､地域環境協力の契機を与えることに

寄与 しているO

ウ.中日韓3ケ国環境大臣会合 (TEMM)

TEMMは既存の北東アジア地域の多国間環境協力チャネルが参加 矧 調の立場の差異､協力チ

ャ ネ ル 間連携の不足などから､域内環境協力が進まなかった と判断 され ､体系的かつ効率的な

地域環境協力を促進 させるために､韓国の提案によって開催 された26)｡北薦アジア地域の中核

である中日緯3カ国の環境大臣が､北東アジア地域の環境 協力の推進 に対 して率直な意見を交わ

し､協力関係を強化することを目的に､1999年1月韓国の ソウルで最初に開かれ､毎年開かれて

いるO今年 (2011年射〕)に韓国で開かれた第13回会合において三太臣は､越境大気汚鞄対 策 の

分野で協力することの蛋資性について認識 し､情報交換､及び専門家交流を促進することに 合

意 した｡また､現段階で実施されている北東アジア長距離越境大気汚級 (LTP:Long-rangeTrans

boundaryAirPollutantsinNortheastAsia)27)や東アジア酸性雨モニタリングネ ッ トワ←ク
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(EANET)等の既存の協力メカニズムを評価 した｡ それに､気候 変動 や 生物多様性 等 の地球規

模環境問題に加 え ､ 黄砂､酸性雨､及び廃棄物等 ､ 地域の環境問題の緊急性について合意 し､

これらの環 境 問 題 に 対処するためには､3カ国間の協力が極めて墓要であるとい うことに全面的

に合意 した28)｡同会倉は､北東アジア地域の唯一環境大臣会合 として､域内環境問題に対す る

長期 ビジョンを提示 し､環境問題に関する実質的な政策決定における機構 として役割を果た し

ていると評価 されているO

3. 小蒲

1990年代から北東アジア各国の政府､研究機関､民間団体及び企業間に地域環境問題に対応

するための協力が展開されているo その中で過去 10数年余 り､中国､日本､韓国を中心に二国

間環境協力や多国間問協力で構築 された地域環境協力体系が形成されてお り､多様な協力事業

が展開されるなど､北東アジア環境協力におけるその内容 と形式､レベル面で大きく成長 して

きた｡特に地域､地球規模のレベルにおいて大気汚数物質排出-の対策の構築が求められ､京

都議定書の採択や EANETのような地域的イニシアティブの確立が促 されてきた｡このような

イニシアティブは､大気汚染物質排出や酸性雨に対する戦略を決定するために政府やその他多

くの関係者が協力していく枠組みと基盤をつくりあげてきたと言える｡従って､このような国

境を越える大気汚染問題において､既存の環境協力を踏まえて､欧米におけるCLRTAPの締結に

よる成果と他方で失敗の経験を教訓として､北東アジア地域での枠組み条約締結が考えられる｡

ところで､北東アジア､特に中日韓では条約締結 とい う方法を3カ国間の問題に使ってみよ

うとい う試みは､これまで本格 的 にな され て来 なかったOその理由は､明 日香悪用29)､安藤博30)､

尊母望3り､牽響畢32)らは､それ ぞれ ､① 北 東 ア ジア各 国間に存在する社会経済的条件 と 立 場 の

差異､②地域環境 問題 に対す る域 内共 同認 識 形成 の 不十分 さ､③環境協力事業の 地 理 的 な 包 括

的範囲と参加 国 の相 違性 ､④ 主要 に影響 を与 え る国 で あ る とされる中国の消 極 的 立 場 ､ ⑤ 日本

と韓国の強力 な り- ダ シ ップ の競争 ､ そ して⑥ 冷 戦 の 残 樺と､歴史､ 文 化 ､ 政 治 体 制 など が 異

な る､等が複 雑 に絡 ん で一連 の障 害要 素 と 指 摘 し て い るo今後､このような障 害 要 素 を 踏 ま え

て ､ 環境協力 の更 な る進展 が求 め ら れ る ｡

ただ､今年 (2011.3.日) に 発 生 し た 日 本 東 北 地 方太平洋沖地震(東日本大地震)と大規模 の 放

射 性 物質の漏 出を契機に､ 世 界 の 核 安 全 に 警 鐘 を鳴らしたと同時に､北東アジア地域各国の環

境 保護分野の新たな協力に契 機 を 与 え ､ 今 後更なる協力体制メカニズムの構築が考え られる｡

Ⅳ 越境大気汚染に関する取鯛･-EANL-1~を事例として

日本の 環 境 白 書 に おいて地球環境問題 とは､①地球温暖化 ､②オ ゾン層の破壊 ､③海洋 汚 数 ､

④熱帯林 の 減 少 ､ ⑤ 砂 漠 化､⑥野生生物種の減少､⑦酸性 雨､⑧有害廃棄物の越境移 動 , ⑨ 発
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展途 上国 の公害などを取 り 上 げている｡ これ らの環境問題は､国 境 を 越 え ､ 地 域 或 い は地 球 規

模の広が りを持ち､相互 に 密 接に関連 していることから､間際協 力 の 枠 組 み が 不 可 欠 の課題 と

して台頭 した33)o

こうした地球規模の環境関越において､間際社会では二国間条約や､多数国間条約､国際行

政覚書等､国際的な環境問題を解決するための有効な規制システムが急速に制定されてきた.

多数国間条約においては､20世紀の半ばまで 10に満たなかったものが､2010年初頭には 300

に近づ く勢いで増加 している34)O

このような国際環境法に関する様々な対策が講 じられている中で､越境大気汚染問題をめぐ

って､EUでのCLRTAPが成果を上げてお り､廉アジアでは EANET が構築され､評価 されてい

る｡ CLRTAPの成果は国際社会における多国間環境協力のモデルで あると同時に､東西冷戦体

制の背景で実施されたとい う点で､北東アジア地域と類似 している｡従って､ここでは､まず､

東アジアで取 り組まれている EANETとEUの CLRTAPについて具体的に取 り上げ､比較する

ことによって､今後の課題を抽出する｡

1 FUにおけるCLRTAP

EUにおける越境大気汚塊問題が顕在化したのは､1960年代であるが､それ以前に越境環境

汚汲問題をめぐって､初めて国際法 上国家責任を認めた事件があった｡それが ま941年の トレイ

ル熔鉱所事件35)であるo同事件は､国境を越える汚数に関する世界最初の事件であると共に､

国家の ｢領域使用の管理責任｣について初めて認めた初期の重要な先例である坤｡すなわち､

国際法上国家の領域主権は､国家は条約上の制限がない限り､その領域をいかなる目的のため

に利用するかを自由に決定することができるが､他方で､国際法上これは他国の権利を害して

ほならないとしている37)｡ただ し､同事件は国境を越える事件ではあったが､局地的な公害問

題 として､被害者 と加害者U)関係が明白であったことから､領域使用の管理責任が追及 された｡

ところで､第 2次世界大戦以降の国境を越える環境問題とい うのは､同事件等従来の公害問

題 と異なって加害者 と被害者 との因果関係が必ず しも明白でないことが多い｡例えば､酸性雨

は石炭や石油､いわゆる化石燃料の燃焼などに 伴 い､硫黄酸化物質や窒素酸化物質などが大気

中に排出されることで､強い酸性雨を示す降雨や 乾 いた粒子状物質として降下する現象 で あ る ｡

この現象は､国境を越えて広範囲にわたって汚奴 が 拡 大するため､因果関係が複雑であ り ､ 損

害賠償の認定も難 しいといった特徴を持っている38)0

こうした状況のもとで ｢越境大気汚染｣とい う言葉が使われるよ うに な り ､その契機 とし て

ヨ-ロジバ諸国における酸性雨問題が顕在化したことで､酸性雨 が 地 球 環 境 問題 として 認 識 さ

れたことからである39)｡ヨ-ロツパ諸国の中でも最初に北欧に位置するノルウェイとスウェ-

デンのあるスカンジナビア半島で森と湖沼などに酸性雨による被害が顕在化 した｡このような

酸性雨による被害がもたらされた原因について､スウェ-デンの科学者であるスパンテ ･オー
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デンによって､外国から流入された二酸化硫黄によるものであるとい う科学的な発見が報 告 さ

れる中で､同問題を国際政治に争点化させるための努力が始動 された40㌔ 1972年ス トックホル

ムで開催 された国連人間環境会議で同問題を本格的に提起 し､同会議以降からOECDにおいて

も長距離越境大気 汚 簸 物質に対する研究を開始した｡その最体的な執行指針 として OECD観測

網の設置が主導され ､ こ れ は 改 め たて 1978年の EMEP(CooperativeProgram ibFMoniもo『ingand

EvaluationoftheLong収angeTransmissionofA豆rPol加ants豆nEurope)によって制度化 された｡

このような背景で CLRTAPは締結されてお り､それは大気汚染から国民と環境を守 り､長距

離 越境大気汚染を制限 し､目白甘能な限りこれを徐々に削減 し､防止することを基本原則 としてい

る41)枠組み条約である｡同条約では､締約国に大気汚染物質の排出に対処する手段 として､政

策及び戦略を不当に遅延することなく発展 させることを求めている(第 3条)oまた､締約国は､

大気質の管理システムを含む最適な政策 と戦略を発展 させ､経済的に実行可能な最善の利用可

能な技術を利用 したバランスのとれた発展 と両立する規制措置を発展 させることを求めている

(第 6条)oそれに､締約国は必要に応 じた適切な研究開発を開始 し､その実施について協力す

ると､研究促進の必要性を強調 した (第 7条)D ただ､同条約において大気汚免 とその被害との

因果関係については取 り入れていない｡

このようにCLRTAPは,典型的な枠組み条約 であり､具体的な数値 目標まで規定 していない

ため､基本条約について合意 しやすく､また具体的な基準や措置についても､条約の下での内

部作業になるため､その交渉も促進 しやすいといったことも言えるo Lかし､実施の点で効果

はなく､議定書の発効により成果を上げた｡1983年に採択された-ルシンキ議定書から始め､

今 日に至るまで 8つの議定書42)を採択 している｡ このような議定書の採択は､CLRTAPを実施

するための有効的な手段であり､越境大気汚鞄 と酸性雨などの防止､といった ECE諸国の努力

は評価されている43)｡ さらに､CLRTAPは､それぞれの国家間の摩擦による本当の意味で酸性

雨問題を誘発する汚簸物質を実質的に規制する基準を用意 したとい うよ り ､ 関 連 国家間の協力

を可能にさせる契機を与えたとい う点で大きな意義があると評価 してい る44㌔

cLRTAPの締結に当たって､ヨーロッパ諸国は比較的経済力のある国府で形成 されてお り､

越境大気汚鞄問題に比較的関心が高かったとい う背景があった｡ しかし､当初汚染状況 と経済

状況が深刻な旧東側諸国も含まれていたo

?. 東アジアにおけるEANETの構築および問題点

EAN E T は廉アジアにおける酸性雨の現状を把握すべく､日本のイニシアティブによって設立

された｡1993年から ま997年にわたって 4回の専門家会合をもち､会議では酸性雨問題の取組

やモニタリングの現状､そ して意見交換等が中心内容であった｡その専門家会合での議論に基

づき､1998年 1月に第 1回 EANET政府間会合が開催 され､その後の 4月から藍ANETの試行

稼働を決定 した02000年に開かれた第2回政府間会合において､試行稼働での実績を踏まえて､
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2001年に本格稼働が実施 されることになった45)｡EANETは本格稼働 してから､今年 (2011年)

に入って､すでに 畳0年を経過 している｡ これ まで､EANETがどのような背景で同組織が構築

されたのか､どのような課題があるかについて検討する｡

(1)EANETの構築

EANETの設立に当たって､次のような背景から構築 されたことが考えられる｡ 第 月こ､1992

年 リオ ･デ ･ジャネイロで開催 された地球サ ミットでの越境大気汚換問題に関 す る勧告を受け

たこと､第二に､東アジアにおける急速な経済成長などに起因 して､酸性 雨 の 原 因 となる大気

汚汲物質の排出農が増加 し､今後更なる増加が予測 され､その影響が顕在化することを懸念 し

たこと｡中でも､F3本の近隣国である中国か らの大気汚簸物質による越境移動を懸念 していた

ことが考えられる46)｡ これは､安藤の論文47)において､｢もとはといえば､また端的にいえば､

中国の発電所､工場などで発生 した硫黄酸化物等を原因とする酸性雨が ､ 日 本 海を越えて日本

の国土に被害を及ぼす危険に対処す るものである｡従って､ 日本の関心か らすれば､EANET

の活動の中心は､日本､中間､韓国の北東アジア三国であった｣と述べている.

図-148)

こうした背景から､EANETを構築するに当たって､①東アジアにおける酸性雨問題の状況に

関する共通理解を形成 し､②酸性雨による環境-の悪影響を防ぐため､国や地域 レベルでの政

策決定に有益な情報を提供 し､③三国間での酸性雨問題に関する協力を推進するなど､兼アジ

ア地域における酸性雨に関する地域協力の確立を目的としているo

設立当初において参加国は､ 日本､中国､韓国､ロシア､モンゴル､イン ドネシア､マ レ-

シア､フィリピン､タイ､ベ トナムの 10カ国であったが､その後カンボジア (2001.ll)､ラオ

ス (2002.昔日､ミヤンマ- (2005.ll)がカ踊つり､図-1でわかるように現在の参加国は 豆3カ国

となっている｡

活動は､共通の手法を用いた酸性雨モニタ リングを参加国間で行い､デ-夕の収集 ､ 評 価､

-118-



現代社会文化研究 No.52 2011年 12月

保管および提供､関係国際機関との情報交換など､現状を把握することを中心に実施 して きた｡

さらに､2005年に開催 された第 7回政府間会合において､参加国が EANET-の資金拠 出のた

めの基盤 となる文書とその法的性格についての議論のプロセスを開始し､2008年の第 五0 回 政

府間会合でその議論の結果を検討するとし､2010年における政府間会合では､ ｢東アジア 酸 性

雨モニタリングネットワ-ク (EANET)の強化のための文書｣に関す る決定が合意 された49)o

(2)問題点

前述 したように､ヨーロッパにおけるCLRTAPは典型的な枠組み条約であるが､条約 自体に

は汚簸物質の具体的削減 目標が組み込まれていないため､議定書の採択により著しい成果を上

げてきた｡一方､EANETはアジア地域の環境分野における最初の多国間環境協力の枠組みであ

り､CLRTAPのように法的拘束力はないが､これまでの実績を踏まえて法的拘束力をもつ仕組

みの構築の必要性が考えられるOそのための一つのアプロ-チの方法として CLR.TAPが成功例

として参考になると考えられる｡

ただし､欧州の CLRTAPでは､既に取 り組まれている酸性雨の汚鞄原因物質 と される二酸化

硫黄や窒素酸化物等の大気汚染物質に加えて､残留性有機汚染物質 津ops)､重金属､揮発性

有機化合物(vocs)などの汚簸物質を削減するための汚染物質ごとの議定書が採択されている｡

それに対 して EANETは､現時点では酸性雨のみを対象とするモニタリングを実施 している｡

特に､EANETは中日韓 3カ国を中核 として実際されているが､3カ国間においては酸性雨によ

る太きな被害は現時点において顕在化 していないOそれは､まず､越境大気汚数による被害国

とされている日本において､生態系､とりわけ土壌が地質的に酸性雨に対して強い構造を持 っ

てお り､多少の酸性物質が日本列島に沈着 しても中和されてしまうため､酸性雨によって大き

なダメ-ジを受けているとは言い難い50)｡次に､韓国においては､日本 と同様に土壌は酸性に

強いことから欧米のような酸性雨による深刻な被害は見当たらない｡む しろ黄砂による環境問

題が顕在化 している｡ さらに､｢加害国｣とされている中国においては､国内の二酸化硫黄によ

る大気汚免や酸性雨が深刻であるが､近隣諸国-の影響は僅かであるという見解を示 しているo

要するに､東アジア諸国は地理的､気象的等様々な要素から､酸性雨よりも優先度が高い越

境大気汚染問題が存在する｡そのため､EANETはこれ らの越境大気汚鞄問題に対処するため､

単な る酸性雨のみではなく､他の大気汚染物質も検討 していくことが重要と考えられる｡

3. 小 結

前述 したように国境を越える環境問題は早くも 1960年代にヨーロッパで顕在化 し､それに対

処するための対策が講 じられたO越境大気汚染問題をもたらしたその背景には､① ヨ-ロツパ

諸国は地理的に小規模の国家が密接に隣接 してお り､②18世紀末から産業革命を契機に､早く

から産業化が進められ､③産業化は化石燃料を中心に使用 した､などといったことから､国際
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環境 問題 が頻 繁 に発 生 した こ とが考えられるo 環 境 問題の中でも､特に化石燃料によって大気

汚 熟物 質 が大 量 に排出され､気象条件によって頻 繁 に隣接同家-移動 していたため､深刻な越

境汚鞄をもたらしたことが考えられる51)O ヨ ー ロ ッ パ の このような実情が中日韓3カ国を含ん

だ北東アジア地域 と類似 しているOそのため､ヨ- ロツパの取組が北東アジアの先例 として､

その成功 と失敗のノウ-タの実績を踏 ま えて EANETを基盤に今後更なる進展が求められるO

では Euの環境政策的経験が北東 ア ジ ア 地域に与える示唆点は何か0

ヨ-ロジバにおける越境大気汚 独 問 題 - の取組の特徴は､汚鞄が顕在 し､被害が拡大 し始め

たことか ら､それに対処するた めに 科 学 者 による園際共同モニタリングが実施 され､そのデ-

タや解析結果を共有 し､環境 問 題 の 現 状 や 重要性 を政治家等が認識 したO このような科学的知

見に基づいて削減数値 目標設定の交渉 が行われた｡その-----方で､①北東アジア地域における環

境協力の遅延要因は､政治 ･軍事的な要因を除いて､協力体制の構成に対する意見が一致 して

いないことが考えられる｡②北東アジア地域は先進国より殆 ど発展途上国によって構成されて

いるo ③越境大気汚免問題に対 して､汚敷物質の排出国として中国の受動的な立場が考えられ

る｡ ④ 地 域 環境協力の進展の中核である科学的要素はEANETを中心として研究されているが､

ま だ 十 fj -JL な 体 系的統 一性等が不足 している｡

お わ り に

中 日 韓 3 カ 国が位置 している北東アジア地域 で は ､ 近年酸 性 雨 問 題 や 黄 砂 等 の 関 越 に よ る 越

境 移 動 の大気汚染物質の存在などに対する関心が高 ま るに つ れ ､ 環 境 協 力 の 重 要 性 も 次 第 に 高

まっているo Lか し､このような国家間の環境問題が台頭 して いるに も 関 わ らず ､ 環境協力体制

を構築するための国家間協力の進展は遅く､現在実施 されて いる体 制 を 踏 ま え て ､更なる対策の

構築が求められる｡その新たな対策の構築の必要性について､次の よ うな こ とが考えられる｡

第-に､qJR韓 3カ国が位置 している北東アジア地域は,世界で人 口密度が最 も高く､急速

な産業化が推進 されている過程であると同時に､それに伴 う汚免物質の排出農が急増 し､環境

破壊が進行 してお り､さらに国境を越 える環境問題が顕在化 しているo これ らに対処するため

の対策はそれぞれ国々による努力はもちろん､国家間の環境協力を通 して解決 しなければなら

ない｡ ところが､環境協力の歴史はヨーロッパに比べてまだ短 く､域内国家間の経済発展､環

境保護に対する認識､環境政策及び規制基準､そ して環境保護能力等相当な差異が存在する｡

第二に､北東アジア地域は地理的に近隣 し,環境資源を共有する場合が多いため､一国内の

環境汚吸が他国に影響を与えるといった越境型の環境破壊が多発 しているO

第三に､北東アジア地域は発展途 上国が多いため､あくまでも経済発展を最優先することが

大きく､経済を支えているのほ主に化石燃料である｡特に､石炭を主体とするエネルギ-構造

は､一旦大気汚染物質を削減 しようとすると､商いコス トをかけなければならず､しかも経済
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的代価も大きい｡従って､如何に経済発展 と国際環境協力の関係を適切に処理するかが問われ

るし､さらに､エネルギー構造と経済発展の矛盾を如何に正確に処理するかなど､今後中日韓

3カ国が環境協力をするにあたって､直面しなければならない大きな課題がある｡
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